
新型コロナウイルス給付金を装った詐欺にご注意ください！

※寄贈していただいた食品は、フードバンクを通じて
生活に困窮している世帯などの支援を必要としている
人々にお届けされます。　この取り組みは組合員さん
に限らず多くの方のご協力をお待ち致しております。

【 NPO法人フードバンクうつのみや 】
認定NPO法人とちぎボランティアネットワークを
母体として、栃木県内でフードバンク活動に取り
組んでいます。また、とちぎコープと共催で様々
な企画を開催しています。１．未開封のもの

２．賞味期限が１ヵ月以上あるもの
３．冷凍・冷蔵でないもの
４．アルコール類は扱いません

寄贈していただきたい食品

 不安なときは、お住まいの自治体の消費生活センターや
最寄りの警察署にお電話ください。

　※消費者ホットライン（　１８８　）
   ※警察署　　　　　　（＃９１１０）

例： 金融庁をかたる電話があり「給付金があります。」
などと言って個人情報を聞き出そうとした・・・。

消費生活センターには新型コロナウイルス
感染症に関する『特別定額給付金』に
関連した相談が寄せられています。

ご家庭で眠っている食品をお持ち下さい。
あなたの寄贈した食品で支えられる人がいます！

新型コロナウイルスの影響で失業・休業・収入減となった方や、学校の休校で給食がなくなり子供の食事に困窮する
家庭も出てきてフードバンクの利用希望者が増えています。一方、外出自粛により食品の寄贈が少なくなってフード
バンクの備蓄はピンチになっています。厳しい時期ですが、たすけあいの気持ちでぜひ食品の寄贈をお願い致しま
す。


